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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月23日(2012.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子の、ｐＨ８．０～１１．０の懸濁液と
ｐＫａ値が３．０９～７．０である無機酸または有機酸からなるｐＨ調整剤と、
を含有し、
ｐＨが３．０～６．５であり、
　アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有するクリヤー塗膜上に塗布されること
を特徴とする水性コーティング剤。
【請求項２】
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【化１】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
を特徴とする請求項１に記載の水性コーティング剤。
【請求項３】
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前記シリカ微粒子の含有量が、前記水性コーティング剤全体１００質量部に対して０．１
～１０質量部であること
を特徴とする請求項１または２に記載の水性コーティング剤。
【請求項４】
更に酸化チタンを含有すること
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の水性コーティング剤。
【請求項５】
前記酸化チタンが光触媒活性を有し、
前記酸化チタンの平均粒子径が３０ｎｍ～１４０ｎｍであり、かつ
前記酸化チタンの含有量が水性コーティング剤全体１００質量部に対して０．００５～２
質量部であること
を特徴とする請求項４に記載の水性コーティング剤。
【請求項６】
更にノニオン系界面活性剤を含有すること
を特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の水性コーティング剤。
【請求項７】
前記ノニオン系界面活性剤が、
アルキレンオキサイドユニットを有するもの、
アセチレンジオールユニットを有するもの、
アルキレンオキサイドユニットとアセチレンジオールユニットとを有するもの、
アクリル系ポリマー界面活性剤、
シリコーン系界面活性剤、および
フッ素系界面活性剤
から選ばれる少なくとも一つの界面活性剤であること
を特徴とする請求項６に記載の水性コーティング剤。
【請求項８】
前記ノニオン系界面活性剤の含有量が、前記水性コーティング剤全体１００質量部に対し
て、０．０２～５質量部であること
を特徴とする請求項６または７に記載の水性コーティング剤。
【請求項９】
アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜を有する塗装板であって、
前記塗膜上に請求項１に記載の水性コーティング剤から形成されたコーティング層を有す
る、塗装板。
【請求項１０】
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【化２】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
を特徴とする請求項９に記載の塗装板。
【請求項１１】
アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜を用意する工程と、
前記塗膜上に請求項１に記載の水性コーティング剤を塗布してコーティング層を形成する
工程と、
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を備える塗装方法。
【請求項１２】
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【化３】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
を特徴とする請求項１１に記載の塗装方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】水性コーティング剤、塗装板、および、塗装方法
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水性コーティング剤、それから形成されたコーティング膜を有する塗装板、お
よび、塗装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外壁用の建築板は、通常、彩色を施す着色層の上に、耐候性や防汚性などを付与する目
的で、当該着色層の上にクリヤー塗膜が形成されることが多い。例えば、シリカ微粒子を
含有するクリヤー塗料組成物を塗布することにより、防汚膜を形成することも知られてい
る。
【０００３】
　具体的には、特許文献１には、凹凸模様を有する板材の表面に塗装を施し、塗膜を形成
し、その上にシリカ微粒子と、アルコールと、水と、界面活性剤とを含有する防汚処理剤
を塗布することを特徴とする防汚層の形成方法、が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３９６４８４７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、下地となる塗膜が、アルコキシシラン部を有する構成単位（本明細書中、アル
コキシシラン構成単位と称する場合がある。）を有する重合体を含有する塗膜で構成され
ている場合、当該下地塗膜上に、さらに優れた耐候性や防汚性などの機能を付与するため
に、シリカ微粒子を含有させた水性コーティング剤を用いて、塗膜形成しようとすると、
下地となる塗膜が撥水性を有するために、当該水性コーティング剤をはじいてしまうこと
がある。このような場合には、水性コーティング剤を当該膜状に均一に塗布することがで
きずに、建築板の美観を損ねてしまう。
【０００６】
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　したがって、本発明は、このような問題を防ぐため、塗膜がアルコキシシラン構成単位
を有する重合体を含有する場合であっても、当該塗膜にはじかれることなく（すなわち当
該塗膜への濡れ性が高く）、均一な塗布が可能な、シリカ微粒子を含有する水性コーティ
ング剤、それから形成されたコーティング膜を有する塗装板、および、塗装方法を提供す
る事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、シリカ微粒子を含有する水性コーティング剤のｐＨを
３．０～６．５に調整することによって、塗膜がアルコキシシラン構成単位を有する重合
体を含有する場合であっても、当該塗膜への濡れ性が高くなり、均一な塗布が可能になる
ことを見出し、さらなる検討の結果、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、後記の［１］～［８］の水性コーティング剤、［９］および［１０
］の塗装板、ならびに［１１］および［１２］の塗装方法等を提供するものである。
［１］
１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子の、ｐＨ８．０～１１．０の懸濁液と
ｐＫａ値が３．０９～７．０である無機酸または有機酸からなるｐＨ調整剤と、
を含有し、
ｐＨが３．０～６．５であり、
アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有するクリヤー塗膜上に塗布されること
を特徴とする水性コーティング剤。
［２］
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【０００８】
【化１】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
を特徴とする前記［１］に記載の水性コーティング剤。
［３］
前記シリカ微粒子の含有量が、前記水性コーティング剤全体１００質量部に対して０．１
～１０質量部であること
を特徴とする前記［１］または前記［２］のいずれか１項に記載の水性コーティング剤。
［４］
更に酸化チタンを含有すること
を特徴とする前記［１］から前記［３］のいずれか１項に記載の水性コーティング剤。
［５］
前記酸化チタンが光触媒活性を有し、
前記酸化チタンの平均粒子径が３０ｎｍ～１４０ｎｍであり、かつ
前記酸化チタンの含有量が水性コーティング剤全体１００質量部に対して０．００５～２
質量部であること
を特徴とする前記［４］に記載の水性コーティング剤。
［６］
更にノニオン系界面活性剤を含有すること
を特徴とする前記［１］から［５］のいずれか１項に記載の水性コーティング剤。



(5) JP 2010-222427 A5 2012.4.12

［７］
前記ノニオン系界面活性剤が、
アルキレンオキサイドユニットを有するもの、
アセチレンジオールユニットを有するもの、
アルキレンオキサイドユニットとアセチレンジオールユニットとを有するもの、
アクリル系ポリマー界面活性剤、
シリコーン系界面活性剤、および
フッ素系界面活性剤
から選ばれる少なくとも一つの界面活性剤であること
を特徴とする前記［６］に記載の水性コーティング剤。
［７］
前記ノニオン系界面活性剤の含有量が、前記水性コーティング剤全体１００質量部に対し
て、０．０２～５質量部であること
を特徴とする前記［６］または前記［７］に記載の水性コーティング剤。
［９］
アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜を有する塗装板であって、
前記塗膜上に前記［１］に記載の水性コーティング剤から形成されたコーティング層を有
する、塗装板。
［１０］
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【０００９】

【化２】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
を特徴とする前記［９］に記載の塗装板。
［１１］
アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜を用意する工程と、
前記塗膜上に請求項１に記載の水性コーティング剤を塗布してコーティング層を形成する
工程と、
を備える塗装方法。
［１２］
前記アルコキシシラン構成単位が一般式（１）
【００１０】
【化３】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位であること
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を特徴とする前記［１１］に記載の塗装方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、塗膜がアルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する場合であ
っても、当該塗膜への濡れ性が高く、均一な塗布が可能な、シリカ微粒子を含有する水性
コーティング剤が提供される。
【００１２】
　また、本願発明は、アルコキシシラン部を構成単位として含む重合体を含有する塗膜を
下地として有する塗装板であって、前記塗膜上に前記水性コーティング剤から形成された
コーティング層を有する、いまだかつて無い、優れたセルフクリーニング機能が付与され
た塗装板を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［水性コーティング剤］
　以下に、本発明の水性コーティング剤を詳しく説明する。
【００１４】
　本発明の水性コーティング剤は、
１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子と
ｐＫａ値が３．０９～７．０である無機酸または有機酸からなるｐＨ調整剤と、
を含有し、
ｐＨが３．０～６．５である。
【００１５】
　本発明の水性コーティング剤は、ｐＨが３．０～６．５である。
【００１６】
　ｐＨが３．０未満であっても、ｐＨが６．５を超えても、コーティングの対象が、アル
コキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜である場合、当該塗膜への濡れ性が
低くなる恐れがある。
【００１７】
　当該ｐＨの調整方法については、後記で説明する。
［シリカ微粒子］
　本発明の水性コーティング剤は、１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子を含有
する。
【００１８】
　本発明の水性コーティング剤に用いられるシリカ微粒子は、その１次粒子径が３～５０
ｎｍのものである。１次粒子径が３ｎｍ未満のシリカ微粒子は水との親和性が高くなりす
ぎて前記アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜の上に塗装して得られ
るシリカ微粒子を含むコーティング層に水を掛けるとシリカ微粒子を含むコーティング層
だけが流れ落ちてしまい、このような塗膜の防汚効果が不十分となる恐れがあり、５０ｎ
ｍを超えるとシリカ微粒子を含むコーティング層の凸凹が大きくなりすぎて、塗膜外観が
低下する恐れがある。前記シリカ微粒子の好ましい１次粒子径は、１０～２５ｎｍである
。シリカ微粒子の１次粒子径の測定は、電子顕微鏡観察などのよく知られた測定方法によ
り求めることができる。
【００１９】
　本発明の水性コーティング剤におけるシリカ微粒子の含有率は、水性コーティング剤全
体１００質量部に対して、０．１～１０質量部が好ましく、０．５～５質量部がより好ま
しい。０．１質量部未満では、アルコキシシラン部を含む塗膜において十分な防汚効果を
得られない恐れがあり、１０質量部を超えるとシリカ微粒子を含むコーティング層の凸凹
が大きくなりすぎて、塗膜外観が悪くなる恐れがある。
【００２０】
　本発明で用いられるシリカ微粒子としては、例えば、ナトリウム塩部分やアンモニウム
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塩部分を有することによって塩基性を示すシリカ微粒子が好適に用いられる。これは以下
に説明する理由による。
【００２１】
　一般に、シリカ微粒子は、シリカ微粒子の懸濁液として入手することができる。したが
って、本発明で用いられるシリカ微粒子は、通常シリカ微粒子の懸濁液に由来する。
【００２２】
　前記シリカ微粒子の懸濁液（コロイダルシリカともいう）は、塩基性領域で安定化され
たものと酸性領域で安定化されたものが市販されているが、酸性領域で安定化されたシリ
カ微粒子の多くは、有機溶媒またはその他の成分と混合すると、分散安定性が損なわれて
しまい、組成物を作成する上で使いにくい。また、酸性領域で安定化されたシリカ微粒子
を使用すると、分散安定性を損なって凝集したシリカ微粒子に存在によって、塗装直後や
曝露試験後に塗膜外観不良を発生することがある。
【００２３】
　このため、前記シリカ微粒子の懸濁液の分散安定性を確保するためには、塩基性を示す
シリカ微粒子が好ましい。しかし、前記アルコキシシラン部の重合反応は、強い塩基性の
条件下でも進行することが知られている。
【００２４】
　市販されているシリカ微粒子の懸濁液は、強い塩基性化合物で中和されて塩基性領域で
安定化されたものが多い。しかし、強い塩基性化合物が存在する条件下では、下地となる
アルコキシシラン部の重合反応が進行する場合があり、このような場合には、予測不能な
不具合が発生する恐れがある。このため、前記シリカ微粒子の懸濁液は、強塩基性化合物
を用いずに、塩基性領域で安定化されたシリカ微粒子懸濁液を用いることが好ましい。
【００２５】
　具体的には、シリカ微粒子の懸濁液のｐＨは、８．０～１１．０のものが好ましく、８
．５～１０．５のものがより好ましい。前記した好ましい範囲外のｐＨを有するシリカ微
粒子の懸濁液は、前記の不具合が発生させる恐れがある。
【００２６】
　このようなシリカ微粒子（またはシリカ微粒子の懸濁液）は市販品によって容易に入手
することができる。より具体的には次の商品が本発明に利用することができる。
【００２７】
　株式会社ＡＤＥＫＡ製アデライトＡＴ－２０、３０、５０、２０Ａ、３０Ａ
日産化学工業株式会社製スノーテックスＳＳ、スノーテックスＸＳ、スノーテックスＳ、
スノーテックスＮ、スノーテックス２０、スノーテックス３０、スノーテックス４０、ス
ノーテックスＣ
触媒化成工業株式会社製カタロイド３５０、２０Ｈ、３０、３０Ｈ、４０、５０、ＳＡ
日本化学工業株式会社製シリカドール２０、３０、４０
三菱モンサント製サイトンＸ－３０、Ｄ－３０、Ｔ－４０
デュポン製ルドックスＳＭ－３０、Ｌ、ＨＳ－３０、ＨＳ－４０、ＴＭ、ＡＭ
ナルコ製ナルコアグ１１１５、１１３０、１０３０、１１４０、１０５０、２３２７
　前述の通り、本発明の水性コーティング剤は、ｐＨが３．０～６．５である。
【００２８】
　当該水性コーティング剤のｐＨの調整は、ｐＫａ値が３．０９～７．０、好ましくは、
ｐＫａ値が３．５～７．０である酸を添加することによって、行われる。
【００２９】
　なかでも、高い濡れ性を得る観点から、ｐＫａ値が３．５～５．０である酸が好ましい
。
【００３０】
　水性コーティング剤のｐＨ調整を前記のｐＫａ値の下限を下回る強い酸や前記のｐＫａ
値の上限を上回る塩基性化合物をｐＨ調整剤として用いた場合、本発明の水性コーティン
グ剤が塗装される下層にあるアルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する塗膜に
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含まれるアルコキシシラン部の重合反応が急速に進む可能性がある。
【００３１】
　アルコキシシラン部の重合反応が急速に進んだ場合、アルコキシシラン構成単位を有す
る重合体を含有する塗膜表面の撥水性が高くなりすぎる可能性があり、そのような塗膜の
上に本発明の水性コーティング剤を塗布しても、均一に塗布することができず場合によっ
てははじきと呼ばれる現象が発生する場合がある。
【００３２】
　このようなｐＫａ値をもつ酸としては、例えば、酢酸（ｐＫａ４．７６）、グリコール
酸（ｐＫａ３．８２）、リンゴ酸（ｐＫａ３．４０）、グルタル酸（ｐＫａ４．３４）、
アジピン酸（ｐＫａ４．４２）、コハク酸（ｐＫａ４．２１）、乳酸（ｐＫａ３．８６）
、クエン酸（ｐＫａ３．０９）、およびギ酸（ｐＫａ３．７７）が挙げられる。これら酸
のうち、ｐＫａ値が３．５～５．０のものが特に好ましく、また２種類以上の酸を併用し
て用いてもよい。
【００３３】
　本発明の水性コーティング剤における前記ｐＨ調整剤の添加量は、本発明の水性コーテ
ィング剤のｐＨが３．０～６．５になるように、決定すればよい。
【００３４】
　本発明の水性コーティング剤は、更に、酸化チタン（二酸化チタン）を含有することが
好ましい。
【００３５】
　特に、本発明の水性コーティング剤に用いられる酸化チタンは、光触媒活性を有するも
のが好ましい。
【００３６】
　この光触媒作用により、本発明の水性コーティング剤から形成される防汚層に、汚れの
分解機能を付加するとともに、親水性を強化することができる。特に結晶型がアナターゼ
型の酸化チタンは、照射された光（紫外光）のエネルギーにより励起電子と正孔を生成し
、その生成した励起電子と正孔により酸化チタン表面での酸素と水分の存在下でＯ2

-、Ｏ
-、・ＯＨ（・は不対電子を示し、ラジカル種であることを意味する。）などの活性酸素
種を生成する。このように酸化チタンの表面で生成した活性酸素種が汚れの分解機能の付
加や親水性を強化することに利用できると考えられる。
【００３７】
　本発明の水性コーティング剤に用いられる酸化チタンは、好ましくは、平均粒子径３０
ｎｍ～１４０ｎｍの粒子であり、より好ましくは５０ｎｍ～１２０ｎｍの粒子である。平
均粒子径は、レーザーを利用した散乱法によって測定できる。平均粒子径が３０ｎｍ未満
の粒子では、塗膜の透明性は高くなるが、成膜時にひび割れやすくなるため、膜厚を増加
させることが困難である。一方、平均粒子径が１４０ｎｍより大きい場合は、元来酸化チ
タンは白色顔料であるため、隠蔽性が高く、塗膜を白濁化するので、透明性を有する塗膜
を求める場合は、好ましくない。また、塗布液組成によっては、保管中に沈殿物特に再分
散が不可能なハードケーキを生成する可能性があり好ましくない。
【００３８】
　本発明の水性コーティング剤における光触媒活性チタンの含有率は、水性コーティング
剤全体１００質量部に対して、０．００５～２質量部が好ましく、０．０２５～０．５質
量部がより好ましい。光触媒活性チタンの含有率の好ましい下限を下回ると光触媒活性に
よる防汚効果が期待できず、一方で好ましい上限を上回ると塗膜の外観不良が発生し好ま
しくない。
【００３９】
　前記の要件を満たす酸化チタンとしては、ＳＴＳ－２１（商品名、石原産業株式会社製
）、ＳＴＳ－０１（商品名、石原産業株式会社製）が、ＳＴＳ－１００（商品名、石原産
業株式会社製）など挙げられる。
【００４０】
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　本発明の水性コーティング剤は、更に、界面活性剤を含有することが好ましい。
【００４１】
　界面活性剤により、本発明の水性コーティング剤の前記塗膜への濡れ性を更に高くする
ことができる。
【００４２】
　本発明の水性コーティング剤に用いられる界面活性剤としては、水性コーティング剤の
安定性の観点から、ノニオン系界面活性剤が好ましい。前記ノニオン系界面活性剤として
は、例えば、アルキレンオキサイドユニットを有しているもの、アセチレンジオールユニ
ットを有するもの、アルキレンオキサイドユニットとアセチレンジオールユニットとを有
するもの、アクリル系ポリマー界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、およびフッ素系界
面活性剤などが挙げられる。これらの界面活性剤は、単独で用いてもよく、２種以上を併
用してもよい。
【００４３】
　前記「アルキレンオキサイドユニットを有する界面活性剤」としては、例えば、
ニューコール２３０２、２３０３、２３０５、２３０７、２３０８、２３０８ＨＥ、２３
１０、２３１２、１２０４、１２１０、１３０５、１３１０、２５０２－Ａ、３５０４－
Ｃ、２３０３－Ｙ、２３０４－ＹＭ、２３０４－Ｙ、ＮＴ－３、ＮＴ－５、ＮＴ－７、Ｎ
Ｔ－９（商品名、日本乳化剤株式会社）；
ナロアクティーＮ－４０、ＩＤ－４０、エマルミン４０、５０、６０、セドランＦＦ－１
８０、２００、２１０、セドランＳＦ－５０６、イオネットＤＬ－２００、ＭＯ－２００
、サンモリン１１（商品名、三洋化成株式会社）；および
ＳＮウェット３６６、９８０、９８４（商品名、サンノプコ株式会社）
が挙げられる。
【００４４】
　前記「アセチレンジオールを有する界面活性剤」としては、例えば、
サーフィノール１０４、４２０、４４０、４６５、ＭＤ２０、ＰＳＡ－３３６、２５０２
、ダイノール６０４、６０７（商品名、エアープロダクツジャパン株式会社）が挙げられ
る。
【００４５】
　前記「アクリル系ポリマー界面活性剤」としては、例えば、
ポリフローＷＳ、ＷＳ－３０、ＷＳ－３１４（商品名、共栄社化学株式会社）；および
ＢＹＫ－３８０Ｎ、ＢＹＫ－３８１（商品名、ビッグケミージャパン株式会社）
が挙げられる。
【００４６】
　前記「シリコン系界面活性剤」としては、例えば、
グラノール１００、４００、４４０、ポリフローＫＬ－２４５、ＫＬ－２７０、ＫＬ－２
８０、ＫＬ－６００（商品名、共栄社化学株式会社）；
ＢＹＫ－３０７、３３３、３４５、３４６、３４８、３７５、３７８（商品名、ビッグケ
ミージャパン株式会社）；および
ＳＮウェット１２５、１２６（商品名、サンノプコ株式会社）
が挙げられる。
【００４７】
　前記「フッ素界面活性剤」としては、例えば、
フタージェント２５０、２５１、２２２Ｆ、２０８Ｇ（商品名、株式会社ネオス）；
メガファックＦ－４４３、Ｆ－４４４、Ｆ－４４５、Ｆ－４７０、Ｆ－４７１、Ｆ－４７
５、Ｆ－４７７、Ｆ－４７９（商品名、ＤＩＣ株式会社）；
ＮＯＶＥＣ　ＦＣ－４４３０、４４３２（商品名、３Ｍ）；
ユニダイン　ＤＳ－４０１、４０３（商品名、日進化成、ダイキン）；および
エフトップ　ＥＦ－１２１、ＥＦ－１２２Ａ、ＥＦ－１２８Ｂ、ＥＦ－１２２Ｃ（商品名
、ジェムコ）が挙げられる。
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【００４８】
　本発明の水性コーティング剤における界面活性剤の含有率は、前記の界面活性剤の効果
を得る観点から、水性コーティング剤全体１００質量部に対して、好ましくは、０．０２
～５質量部、より好ましくは、０．１～１質量部である。
【００４９】
　本発明の水性コーティング剤は、更に、防藻剤あるいは防カビ剤からなる抗菌性複合体
を含有していてもよい。抗菌性複合体は、藻、カビの発生を抑制する機能を有することを
特徴とする。抗菌性複合体はコロイダルシリカ表面の微小凹凸に定着し、該コロイダルシ
リカは基材表面の塗膜に水素結合を介して固定される。
【００５０】
　抗菌性複合体の成分としては、有機系抗菌剤と、無機質系抗菌剤をそれぞれ１種以上を
配合したものを使用することができる。有機系抗菌剤としては、ピリチオン系抗菌剤、ニ
トリル系抗菌剤、ピリジン抗菌剤、ハロアルキルチオ系抗菌剤、有機ヨード系抗菌剤、チ
アゾール系抗菌剤、ベンツイミダゾール系抗菌剤、イミダゾール系抗菌剤等がある。無機
質系抗菌剤としては、結晶性アルミノケイ酸銀及びナトリウム（銀置換ゼオライト）、銀
／亜鉛ゼオライト、銀／ゼオライト、リン酸ジルコニウム、酸化銀リン酸ジルコニウム、
酸化銀、銀担持リン酸ジルコニウム、酸化亜鉛、リン酸チタン、酸化亜鉛及び酸化チタン
のゲル混合物、リン酸チタン銀担持ゲルと酸化亜鉛の混合物、銀担持二酸化珪素、酸化銀
、トリリン酸アンモニウム及びリン酸ナトリウムの混合物、塩化銀、銀、銅、銅化合物テ
トラアミン銅イオン燐酸系の硝子金属酸化物を含む親水性アミノシリコンポリマーがある
。
【００５１】
　また、本発明の水性コーティング剤は、水を含有する。
【００５２】
　本発明の水性コーティング剤における水の含有率は、塗装作業性を確保できるように調
製すればよい。たとえば塗料をスプレー塗装する場合は、塗装機から塗料が吐出する範囲
の粘度や塗着した後の塗料に適度な流動性を確保できるように固形分濃度を調整すればよ
い。また刷毛で塗装する場合も刷毛塗りに適した粘度になるように調製すればよい。
【００５３】
　［本発明の水性コーティング剤の製造方法］
　本発明の水性コーティング剤は、前記で説明した成分を当該技術分野で慣用の方法を用
いて混合することによって、製造することができる。
【００５４】
　当該製造方法は、
　１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子の、ｐＨ８～１１の懸濁液に、
ｐＫａ値が３．０９～７．０である無機酸または有機酸からなるｐＨ調整剤を添加するこ
とによってｐＨを３．０～６．５に調整する工程を含む。
【００５５】
　ここで、１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子の、ｐＨ８～１１の懸濁液は、
単独で存在していてもよく、他の成分と混合された状態であってもよい。
【００５６】
　当業者に明らかなように、１次粒子径が３～５０ｎｍであるシリカ微粒子の、ｐＨ８～
１１の懸濁液が、他の成分と混合されている場合、混合液のｐＨは、必ずしも、ｐＨ８～
１１でなくてもよく、その場合も本発明の製造方法の範囲内である。
【００５７】
　本発明の水性コーティング剤は、アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有する
塗膜にも、好ましく適用することができ、当該塗膜にはじかれることなく、均一な塗布が
可能である。
【００５８】
　「アルコキシシラン構成単位を有する重合体」としては、例えば、テトラエトキシシラ
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ンのようなシリケート化合物の重合体等が挙げられる。
【００５９】
　前記アルコキシシラン部としては、例えば、メトキシシラン部、エトキシシラン部、プ
ロポキシシラン部、およびイソプロポキシシラン部等が挙げられる。
【００６０】
　前記アルコキシシラン構成単位として、具体的には、一般式（１）
【００６１】
【化４】

（式中、Ｒはアルキル基である。）
で表される構成単位が挙げられる。
【００６２】
　Ｒで示されるアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プルピル基、および
イソプロピル基が挙げられる。
【００６３】
　かかる重合体を含有する塗膜としては、例えば、クリヤー塗膜およびエナメル塗膜が挙
げられる。
【００６４】
　本発明の水性コーティング剤を前記のような塗膜の表面に塗布、および乾燥させること
により、コーティング層が形成される。
【００６５】
　本発明の水性コーティング剤を当該塗膜の表面に塗布する方法としては、水性塗料に用
いられる慣用の方法を用いればよく、その例としては、刷毛、ローラー、スプレー、また
はエアレススプレーなどを用いて塗布する方法が挙げられる。
【００６６】
　当該塗布後の乾燥は、常温で行ってもよく、乾燥時間を短縮するため、加熱して行って
もよい。
【００６７】
　本発明の水性コーティング剤を適用する塗膜は、好ましくは、屋外で長期間使用される
物品（例、窯業建材）の表面上に形成された塗膜である。
【００６８】
　このようにして形成されたコーティング層を有する外壁材の建築板もまた、本発明の一
態様である。
【００６９】
　さらに塗装時の作業性を確保するために、粘土鉱物、アルカリ膨潤性の増粘剤、ウレタ
ン会合性の増粘剤など当業者にとって慣用の各種増粘剤（「粘度調整剤」ともいう）をさ
らに添加してもよいのは、いうまでもない。
【００７０】
　本発明の水性コーティング剤を塗布し、乾燥して得られるコーティング層は、膜厚が０
．１～２．０μｍであることが好ましく、前記好ましい膜厚の下限を下回ると防汚効果を
得られない場合がある一方で、好ましい上限を上回ると経時により塗膜にワレが発生する
場合があり、好ましくない。水性コーティング剤の塗布量は、固形分濃度と乾燥後の膜厚
の関係で決定される。
【実施例】
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【００７１】
　以下に、本発明を実施例および比較例によって更に詳細に説明するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００７２】
　［実施例１～３および比較例１～３（ｐＨと濡れ性との相関性試験）］
　以下の１．～５．の塗装工程により、実施例１～３、および比較例１～３の、塗装され
たサイディングボードを製造した。なお、当該１．～５．の塗装工程は連続して行った。
【００７３】
　１．塗装基材
　市販のシーラー塗装サイディングボードＵＢボード１２フラット２本溝（商品名、ウベ
ボード株式会社製）を使用した。
【００７４】
　２．ベースエナメルの塗装
　オーデタイト３９０（濃紺色）（商品名、日本ペイント）をエアースプレーにて塗布量
１００ｇ／ｍ2塗装後、ジェット乾燥機（１００℃×１０ｍ×３分、１０ｍ／ｓ）にて乾
燥させた。
【００７５】
　３．クリヤー塗装
　Ｗ－３１０８Ｆ（商品名、カネカ；アルコキシシラン構成単位を有する重合体を含有す
る無機有機ハイブリッド樹脂）１００質量部に対し、硬化剤としてＱＣ＃００６Ｃ（商品
名、カネカ）を１２．５質量部添加したものを、エアースプレーにて塗布量７０ｇ／ｍ2

塗装後、ジェット乾燥機（１００℃×１０ｍ×１分、１０ｍ／ｓ）にて乾燥させた。
【００７６】
　４．水性コーティング剤の調製
　次の組成の水性コーティング剤を調製した（実施例１）。
【００７７】
　　シリカ微粒子（平均粒子径１０～２０ｎｍ）として、ＡＤＥＫＡ製の商品名アデライ
トＡＴ－２０（ＳｉＯ2の比率が２０－２１ｗｔ％）の１５質量部に含まれる相当分
　　酢酸：０．０７５質量部
　　ノニオン系界面活性剤（商品名：ＦＣ－４４３０、３Ｍ）：０．１質量部
　実施例２～３および比較例１～３については、それぞれ、表１のｐＨ調整剤を用いて、
水性コーティング剤を調製した。
【００７８】
　５．水性コーティング剤の塗装
　水性コーティング剤をエアースプレーにて塗布量４０ｇ／ｍ2を塗装した。
【００７９】
　水性コーティング剤の乾燥は、前記クリヤー塗装工程でおこなったジェット乾燥機によ
る建材の加熱の余熱で行った。
【００８０】
　水性コーティング剤のｐＨは、それぞれ、表１のｐＨ調整剤を用いて、表１の値に調整
した。
【００８１】
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【表１】

実施例１～３および比較例１～３の塗装されたサイディングボードの製造時の、水性コー
ディング剤の濡れ性を以下の基準によって評価したところ、前掲の表１の結果が得られた
。
【００８２】
　（濡れ性評価基準）
　　５点：均一に非常に良好な濡れ性
　　４点：一部、はじく箇所が見られるものの概ね均一で良好な濡れ性
　　３点：全体的に、若干はじく傾向が見られる
　　２点：一部、良好な濡れ性が得られているものの、全体的にはじいている
　　１点：塗膜全面がはじいている状態
これから明らかなように、水性コーティング剤のｐＨを３．０～６．５に調整した場合に
、良好な濡れ性が得られた。
［実施例４～９、および比較例４（ｐＫａと濡れ性との相関性試験）］
水性コーティング剤に、ｐＨ調整剤として次表の酸を添加してｐＨ調整を行ったことを除
いて、実施例１～３および比較例１～３と同様にして、実施例４～９、および比較例４の
、塗装されたサイディングボードを製造した。
【００８３】
　なお、水性コーティング剤のｐＨは、いずれも約４．５に調整した。濡れ性を前記の基
準によって評価したところ、表２のような結果となった。これから明らかなように、ｐＫ
ａ値が３．０９～７．０の酸を使用した場合、良好な濡れ性を得ることができた。
【００８４】
【表２】

　［実施例１０～１１、および比較例５（コロイダルシリカの粒径と性能の相関）］
　水性コーティング剤に、コロイダルシリカとして次表の１次粒子径のコロイダルシリカ
を使用して、実施例１～３および比較例１～３と同様にして、実施例１０～１１、および
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比較例５の、塗装されたサイディングボードを製造した。
【００８５】
　なお水性コーティング剤のｐＨは、酢酸を使用して約４．５に調整した。
（評価）
　塗膜の水接触角（初期接触角）を、４μＬの純水を塗膜表面に滴下させ、液滴の接線と
固体表面とのなす角度として求めた。なお、接触角の測定は、θ／２法によって、行った
。
【００８６】
【表３】

　表３から明らかなように、シリカ微粒子の１次粒子径が５０ｎｍよりも大きいと、塗装
外観不良が発生する上、初期の接触角も大きくなった。また、初期接触角が１０度の実施
例１０～１１のものは、優れたセルフクリーニング機能を有するが、初期接触角が４０度
の比較例４のものは、セルフクリーニング機能を有していない。
［実施例１２（光触媒酸化チタンを配合した場合）］
　実施例１０に使用したオーデナノガードに、光触媒酸化チタン（石原産業製、ＳＴＳ－
２１）を、無機成分１００質量部に対し、ＳＴＳ－２１の光触媒チタン量が２質量部にな
るように配合し、実施例１～３および比較例１～３と同様にして、実施例１２、比較例の
塗装されたサイディングボードを製造した。なお水性コーティング剤のｐＨは、酢酸を使
用し、約４．５に調整した。
【００８７】
　塗装された塗板は、１mW/cm2の紫外線を２４時間照射し、接触角を測定した。
【００８８】
　実施例１２の塗板は、光触媒酸化チタンを配合しない塗板（実施例１０）と比較し、紫
外線照射後の接触角が低下した。すなわち、低汚染機能が強化されることが明確になった
。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
本発明の、シリカ微粒子を含有する水性コーティング剤は、アルコキシシラン構成単位を
有する重合体を含有する塗膜への濡れ性が高く、均一な塗布が可能である。
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